
企業会計ナビ ダイジェスト

減損会計（減損の兆候）

企業会計ナビでは当法人のウェブサイトで、会計に
関するさまざまなナレッジを発信しています。
本シリーズでは、企業会計ナビが発信しているナ
レッジのうち、アクセス数の多いトピックスを取り上
げ、紹介していきます。
今回は「解説シリーズ『減損会計』第4回：減損の

兆候」を紹介します。

企業会計ナビチーム　公認会計士　齋藤祐介

• Yusuke Saito
主に製造業、外食業、IPO関連業務等の監査を担当。当法人ウェブサイト「企業会計ナビ」の企画運営や、書籍の執筆・編集などに従事
している。

減損の兆候とは、資産または資産グループに減損が
生じている可能性を示す事象のことです。減損の兆候
がある場合には、当該資産または資産グループについ
て、減損損失を認識するかどうかの判定を行います。
企業は、通常の企業活動において実務的に入手可能な
タイミングにおいて利用可能な情報に基づき、減損の
兆候がある資産または資産グループを識別します「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指針11項」（以下、
指針）。減損の兆候は、次のような事象が例示されて
います（＜表1＞参照）。なお、これらの事象はあく
までも例示であり、例示以外でも会社固有の減損の兆
候がないか、十分に検討すべきことに留意が必要です。

1. 営業活動から生ずる損益またはキャッシュ・フロー
が継続してマイナスの場合

（1）営業活動から生ずる損益
資産または資産グループが使用されている営業活動
から生ずる損益またはキャッシュ・フローが、継続し
てマイナスとなっているか、または、継続してマイナ

スとなる見込みである場合に関して、「営業活動から
生ずる損益」の把握は、基本的に企業が行う管理会計
上の損益区分に基づいて行われます。

（2）継続してマイナス
「継続してマイナス」とは、おおむね過去2期がマ

イナスであったことを指しますが、当期の見込みが明
らかにプラスとなる場合は該当しないと考えられます。
また、「継続してマイナスとなる見込み」とは、前期
と当期以降の見込みが明らかにマイナスとなる場合を
指すと考えられます（＜表2＞参照）。

Ⅰ　減損の兆候の定義と例示

1. 資産または資産グループが使用されている営業活動から生
ずる損益またはキャッシュ・フローが継続してマイナスと
なっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込み
であること

2. 資産または資産グループの使用されている範囲または方法に
ついて、当該資産または資産グループの回収可能価額を著
しく低下させるような変化が生じたか、あるいは生ずる見
込みであること

3. 資産または資産グループが使用されている事業に関連して、
経営環境が著しく悪化したかまたは悪化する見込みである
こと

4. 資産または資産グループの市場価格の下落

▶表1　減損の兆候　例示（指針12～ 15項）

▶表2　「継続してマイナス」の判断例

前々期 前期 当期／当期以降 減損の兆候

マイナス マイナス － 減損の兆候あり

マイナス マイナス
当期の見込みが明ら
かにプラス

減損の兆候なし

－ マイナス
当期以降の見込みが
明らかにマイナス

減損の兆候あり
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2. 使用範囲または方法について回収可能価額を著しく
低下させる変化がある場合

（1）事業の廃止または再編成
資産または資産グループが使用されている事業を廃
止または再編成することは、一般に、減損の兆候とな
る資産または資産グループが使用されている範囲また
は方法について、当該資産または資産グループの回収
可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、または、
生ずる見込みである場合に該当します。ただし、新技
術の開発に伴い従来よりも明らかに回収可能価額を増
加させるために行われる事業の拡大などは、必ずしも
減損の兆候には該当しないとされます。

（2）予定よりも著しく早期に除却や売却などにより処
分する場合
当初の予定よりも著しく早期に資産または資産グ
ループを処分することは、減損の兆候に該当します。
償却資産に関しては、当初の経済的使用年数の予定よ
りも著しく早期に資産または資産グループを処分する
ことと考えられます。また、土地など非償却資産では、
例えば土壌汚染の恐れなどにより、当初の予定より早
く処分することとなった場合などが考えられます。

（3）異なる用途への転用
異なる用途への転用は、当該資産または資産グルー
プの回収可能価額を著しく低下させる変化に該当する
場合があります。もっとも、ある土地を平面駐車場か
ら最有効使用と考えられる賃貸ビルへ転用した場合の
ように、従来よりも明らかに回収可能価額を増加させ
る事象などは、減損の兆候には該当しません。

（4）遊休状態になり、将来の用途が定まっていない場合
資産または資産グループが遊休状態になり、将来の
用途が定まっていない場合も、当該資産または資産グ
ループの回収可能価額を著しく低下させる変化に該当
し、減損の兆候が認められます。これは、例えば設備
の操業を停止しその後の操業開始のめどが立ってない
場合などが含まれます。

3. 経営環境の著しい悪化の場合

なお、上記3項目は、例示のため、これら以外にも、
経営環境の著しい悪化が認められるケースがあります。
故に、個々の企業の状況に応じて判断する必要があり
ます。

4. 市場価格の著しい下落の場合
（1）少なくとも市場価格が帳簿価額から50％程度以上

下落した場合
「市場価格が著しく下落したこと」については、減
損の兆候の把握が、対象資産全てについて減損損失を
認識するかどうかの判定を行うことが、実務上、過大
な負担となる恐れがあることを考慮したことなどから、
少なくとも市場価格が帳簿価額から50％程度以上下落
した場合が該当するとされました。
ただし、減損の兆候は、資産または資産グループに減
損が生じている可能性を示す事象であって、その程度
は必ずしも画一的に数値化できるものではありません。
このため、30％ないし、40％の下落率であっても、例
えば、処分が予定されている資産で市場価格の下落に
より減損が生じている可能性が高いと見込まれるとき
のように、状況に応じ個々の企業において判断が必要
な場合があることに留意します。

（2）市場価格が把握できない場合
一般に、固定資産については、市場価格が観察可能で
ある場合は多くありません。このため、例えば、いわゆ
る実勢価格や査定価格などの評価額や、土地の公示価
格や路線価など適切に市場価格を反映していると考え
られる指標が容易に入手できる場合には、減損の兆候
を把握するための市場価格と見なして使用し、資産ま
たは資産グループの当該価格が著しく下落した場合に
は、減損の兆候があるものとして扱うことになります。

ウェブサイトの企業会計ナビコーナーでは、他にも
さまざまな項目の解説を行っています。ご覧になりた
い方は、各種検索サイトで「企業会計ナビ」と入力し、
検索してください。
▶ 企業会計ナビURL
www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting

①材料価格の高騰や製・商品店頭価格やサービス
料金、賃料水準の大幅な下落、製・商品販売量
の著しい減少などが続いているような市場環境
の著しい悪化

②技術革新による著しい陳腐化や特許期間の終了
による重要な関連技術の拡散などの、技術的環
境の著しい悪化

③重要な法律改正、規制緩和や規制強化、重大な法
令違反の発生などの、法律的環境の著しい悪化
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